
ＰＰＡ導入に係る設計業務委託

特記仕様書

芦屋市市民生活部環境・経済室環境課
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１．業務概要

１）業務名称  ＰＰＡ導入に係る設計業務委託

２）対象施設  

施設名称 所在地 

① 本庁舎南館 芦屋市精道町７番６号 

② 南芦屋浜下水処理場 芦屋市陽光町２番１号 

③ 芦屋中央公園駐車場 芦屋市若葉町１番１号 

④ 芦屋海浜公園プール 芦屋市浜風町３０番１号 

⑤ 芦屋市立体育館・青少年センター 芦屋市川西町１５番３号 

⑥ 芦屋市立山手中学校 芦屋市三条町３９番１０号 

⑦ 芦屋市立岩園小学校 芦屋市岩園町２３番４１号 

⑧ 芦屋市立山手小学校 芦屋市山手町８番３号 

３）委託期間  契約締結日から令和８年１月３１日まで

ただし、想定設置工事費用及び想定防水工事費用の算出期限は、令和７年１０月２１

日とする。

４）主な業務内容  

（１）太陽光発電設備を設置する建築物への影響を調査し、構造安全性を確認すること

（２）太陽光発電設備設置設計並びに積算

（３）建物の屋上または屋根に設置設計を行う場合の防水工事費用算定

２．契  約  芦屋市契約規則に従い所定の手続きによる。

３．支払方法  業務完了後、適法な請求書を受領した日から３０日以内に支払う。

４．業務委託の基本条件

１）設計図書作成の着手前並びに設計段階に応じて、打合せ、現地調査及び測量等を密に

行い、市の要求意図を十分にくみとり設計を進めること。

２）本業務は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金事業計画（重点対策加速化

事業）」の採択を受けて実施するため、その補助事業の目的や趣旨、要領等を理解し

た上で設計を行うこと。

３）施工性、経済性及び維持管理面を考慮し、過去の設計実績やノウハウ等をもとに設計

内容の積極的な提案に努めること。

４）業務着手時に、次の内容を記載した業務計画書を作成し、芦屋市市民生活部環境・経

済室環境課に提出すること。

（１）業務工程表
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（２）業務実施体制表

（３）業務成果物一覧表

（４）その他、調査職員が必要に応じ指定する事項

５）業務完了後も設計図書の誤り等が発見された場合は、協議の上、原則、無償にて設計

図書等の訂正を行うこと。

５．設計条件等

１．２）の対象施設からＰＣＳ容量の合計が４１０kW 以上となるよう選定し業務

を実施すること。 

基本計画  

設計仕様（建築・電気）

「建築基準法」「消防法」「電気事業法」「電気設備技術基準」「内線規程」等の関

係法令並びに「２）適用基準等」に準じ設計を行うこと。

① 建築関係

太陽光発電設備の工事に伴い復旧工事等が必要な場合は、漏れが無いよう設計

を行うこと。

② 電気設備関係

＜共通事項＞

太陽光発電設備の工事に伴い撤去・新設・取外し再取付け・復旧が必要な場合

は漏れが無いよう設計を行うこと。

機能・意匠の観点から、多くの露出配線が生じる場合は配線の隠蔽を行うよう

設計すること。

＜受電設備＞

負荷容量、建築設備容量を考慮して容量計算し、適正な機器を選定すること。

電気事業者等と事前協議を十分に行い設計すること。

６．特記事項

１）設計・積算業務の内容及び範囲

（１）設計業務

設計協議及び現地調査に基づく下記①～③の設計図書の作成

① 耐力計算書（１ｍ2当たりの耐荷重等）

② 太陽光発電設備案概要（設置方法、パネル容量、ＰＣＳ出力、想定年間発電量、

想定年間使用量）

③ 単線結線図案、機器及び配線等配置図案
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（２）積算業務

想定設置工事費用、想定防水工事費用の作成

２）その他の業務の内容及び範囲

（１）過去の設計事例やノウハウをもとに、公共施設としてふさわしい意匠・設備等を積

極的に提案すること

（２）打合せを次の時期に行い、その内容を書面により提出すること。

・業務着手時

・中間（必要に応じて）

・業務完了時

（３）その他調査等

 設計図書作成の着手前に必ず現地詳細調査及び測量等を行い、貸与資料と現況

とが相違する場合は、貸与資料との相違箇所を書面にて報告すること。

７．成果物及び図書（特記なき限り各２部及び電子データ）

１）耐力計算書 一式（１ｍ2 当たりの耐荷重等）（Ａ４ファイル綴）

２）太陽光発電設備案概要（設置方法、パネル容量、ＰＣＳ出力、想定年間発電量、想定

年間使用量）、単線結線図案、機器及び配線等配置図案、想定設置工事費用（Ａ４フ

ァイル綴）

３）想定設置工事費用、想定防水工事費用

※提出書類は全て電子データ化し、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）をケースに入れて提出すること。

８．貸与資料等

建物竣工図書(意匠図、構造図)（紙媒体）、構造計算書、建築確認申請書、平面図、立

面図、単線結線図（電子データ）、施設担当者連絡先、各施設の年間電力使用量、契約

電力量、直近 1 年間分の使用電力３０分データ値（CSV ファイル）、防水工事基本設計

書 

貸与時期：業務着手時  貸与場所：芦屋市市民生活部環境・経済室環境課

返却時期：業務完了時  返却場所：芦屋市市民生活部環境・経済室環境課

９．法令遵守 

受託者は、次に掲げる法令等を遵守することについて誓約書を提出し、誠実に、業務の

履行にあたるものとする。 

（１）労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）

及び労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）等労働関係諸法令 

（２）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成１２年法律第１００

号） 
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（３）地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン 

（４）芦屋市契約規則（昭和６２年芦屋市規則第６号） 

（５）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

（６）芦屋市暴力団排除条例（平成２４年芦屋市条例第３０号）及び芦屋市契約等に

係る事務からの暴力団等の排除に関する要綱 

（７）芦屋市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領  

（８）その他契約の履行に必要とされる関係諸法令 

１０ その他 

本仕様書に記載のない事項については、委託者・受託者が双方協議の上、決定する。 

以 上


